
令和8年

12月1
日

改正法
が

施行!

　令和7年6月に成立した改正公益通報者保護法の施行日が本年12月1日に
迫ってきております。
　改正法では、新たな刑事罰の導入や通報者に対する不利益取扱いに関する
立証責任の転換など、公益通報対応に大きな影響を与えるものも少なくあり
ません。各事業者においては、本改正内容を踏まえ、組織の「内部通報制度」を
より実効性のある仕組みへと整備・運用していく必要があります。
　本セミナーでは、消費者庁の担当者から、今回の改正内容と「内部通報制度」
の整備・運用上の実務ポイントについて解説いただくこととしております。
「内部通報制度」の適正化や今後の対応方針の策定に是非ご活用いただければ
と存じます。

本セミナーは、徳島県からの受託事業「令和8年度コンプライアンス経営定着推進事業」の一環として開催します。

徳島県経営者協会主催

公益通報者保護法の改正内容＆
内部通報制度実務対応解説セミナー

主催・お問い合わせ先

徳島県経営者協会 コンプライアンス経営強化推進センター
〒770-0865  徳島市南末広町5番8-8号 徳島経済産業会館（KIZUNAプラザ）3階

TEL：088-635-8477  FAX：088-635-8497
E-mail：comp-t-keikyo@ca.pikara.ne.jp  担当：平島、近藤

「内部通報制度」整備済又は整備検討中の事業者・
責任者・担当者、「同制度」に興味をお持ちの事業者等

参加対象

裏面の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAX 又は 
E-mailにて6月5日［金］までにお申込みください。

開催日時
2026年

6/15［月］
13：30～14：45

13：00から
受付を開始いたします

会場定員

・改正公益通報者保護法の内容
・改正法の実務への影響と事業者が
  対応すべき事項 など

消費者庁参事官（公益通報・協働担当）付
政策企画専門官・弁護士

篠原　克生 氏

申込方法参加費無料

会　　場
徳島グランヴィリオホテル
グランヴィリオホール
徳島市万代町3丁目5番1号

セ
ミ
ナ
ー
内
容

講
　
　
師

オンライン参加可

32名



2026年6月5日［金］
◇下記項目に必要事項をご記入のうえ、FAX 又は PDF版をE-mailにてお申込みください。

申込日　　　　　年　　　月　　　日

（フリガナ）

貴 法 人 名

代表者連絡先
電 話 番 号

事前質問・相談記入欄 （講師への質問・相談事項がございましたらご記入ください。制度の整備・運用上の課題・お悩み等でも構いません。）

（フリガナ）

参加者氏名

氏　　名 受講方法 E-mail（WEB視聴の方は必ずご記入ください）

・会　　 場
・ＷEB視聴

・会　　 場
・ＷEB視聴

・会　　 場
・ＷEB視聴

1人目
（代表者）

2人目

3人目

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

会場
徳島県警察本部●

●徳島県庁

コンビニ●
新町川

国
道
55
号

徳島グランヴィリオホテル
グランヴィリオホール
徳島市万代町3丁目5番1号  TEL：088-624-1111

会　場
案内図

●研修資料は当日会場にて配布いたします。筆記用具をご持参ください。
　なお、WEB視聴の方には、お申込みいただいたE-mailアドレス宛に、
視聴URLと一緒にお送りいたします。
●気象警報発表等により、中止または延期となる場合がございます。
　ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※1 受講方法の希望に〇印をお付けください。
※2 視聴URLは6月10日（水）又は11日（木）に記入いただいたE-mailアドレス宛
にお送りいたします。

※3 お申込みいただきました個人情報につきましては、本セミナーのご連絡、
名簿作成のみに使用し、他の目的には使用いたしません。

申込締切

088-635-8497
comp-t-keikyo@ca.pikara.ne.jpE-mail

FAX

留
意
事
項

公益通報者保護法の改正内容＆
内部通報制度実務対応解説セミナー 参加申込書


